
議案第３１号 

 

   柿野橋架替工事（下部工）請負契約の変更について 

 

 柿野橋架替工事（下部工）について、下記のとおり請負契約を変更するため、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び大口町議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年大口町条例第４

号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 契 約 の 目 的   柿野橋架替工事（下部工） 

２ 契 約 金 額   変更金額  金１，８７４，４００円 

変更前  金５２，８００，０００円 

変更後  金５４，６７４，４００円 

３ 工 期   変更前 

            令和元年９月４日から令和２年３月３１日まで 

           変更後 

            令和元年９月４日から令和２年５月３１日まで 

４ 契約の相手方   丹羽郡大口町河北二丁目１０４番地 

           熊沢建設株式会社 

           代表取締役  熊澤 雅彦  

 

令和２年３月３１日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

 （提案理由） 

 この案を提案するのは、柿野橋架替工事（下部工）の設計変更に伴い、契約金額

及び工期を変更するため必要があるからである。 
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様式３－１ 

 

変 更 設 計 内 訳 書 

 

 

（単位：円）  

 当     初 変     更 

工事価格（税抜き） （Ｂ） 48,241,000 円     （Ｂ１） 49,954,000 円 

消 費 税 相 当 額 （Ｃ） 4,824,100 円 （Ｃ１） 4,995,400 円 

設 計 金 額 

（Ａ） 53,065,100 円 （Ａ１） 54,949,400 円 

  差引増 1,884,300 円 

税 抜 契 約 金 額 （Ｅ） 48,000,000 円 （Ｅ１） 49,704,000 円 

消 費 税 相 当 額 （Ｆ） 4,800,000 円 （Ｆ１） 4,970,400 円 

契 約 金 額 

（Ｄ） 52,800,000 円 （Ｄ１） 54,674,400 円 

  差引増 1,874,400 円 

 

Ｅ１＝Ｂ１×Ｅ／Ｂ 

 ＝ 49,954,000 × 48,000,000 ／ 48,241,000 

 ＝ 49,704,000 

 

Ｆ１＝Ｅ１×０．１０ 

＝ 49,704,000 × 0.10 

＝  4,970,400 

 

１ Ｅ１の段階で千円未満切り捨て  

２ 消費税相当額は、円未満切り捨て 
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